
倉吉記者クラブ加盟社 御中

１１月臨時議会：11 月 28 日（火） ※議案概要を送付します。

【事業内容】
①人事院勧告に伴う国の給与法改定に基づく給与改定にかかる補正 44,032 千円

一般職等の場合の月例給

民間給与との較差（0.96％）を埋めるため、初任給及び若年層に重点をおき、そこか

ら改定率を逓減させる形で全ての号俸について改定します。

一般職等の場合のボーナスの支給月数

民間の支給割合との均衡を図るため、0.1 月分引上げます。

特別職・議員の場合のボーナスの支給月数

民間の支給割合との均衡を図るため、0.1 月分引上げます。

会計年度任用職員の場合のボーナスの支給月数

民間の支給割合との均衡を図るため、0.05 月分引上げます。

②農地・農業用施設災害復旧事業 21,065 千円

8 月の台風第 7 号及び 9 月 4 日から 6 日の豪雨により被災した農地・農業用施設の

災害復旧を行ないます。

③公共土木施設災害復旧事業 6,000 千円

9月 6日豪雨により被災した町道高野線の災害復旧を行ないます。

④赤碕中学校全国駅伝大会派遣補助金 709 千円

赤碕中学校が県大会で優勝し、12 月に滋賀県で開催される第 31 回全国中学校駅伝

大会の鳥取県代表となったことから、出場に係る経費を補助します。

【１１月臨時議会上程】 琴浦町一般会計補正予算(第８号)

人事院勧告に伴う国の給与法改定に基づく給与改定にかかる補正

8月の台風第 7号及び 9月豪雨災害による災害復旧事業

赤碕中学校全国駅伝大会派遣補助金

などの補正

【補正額】 ７，４６４万１千円（補正後予算額：132 億 4,752 万 5 千円）

発信元 琴浦町

担当課 総務課

担当者 井谷

連絡先 ０８５８－５２－２１１１

令和５年１１月２８日（火）



令和５年 11 月臨時議会 議案概要 担当課 総務課 種別 予算

議案番号 議案第 118 号 議案名 令和５年度琴浦町一般会計補正予算(第８号)

目 的

人事院勧告に伴う国の給与法改定に基づく給与改定にかかる補正、8月の台風

第 7 号及び 9 月豪雨災害による災害復旧事業、赤碕中学校全国駅伝大会派遣補

助金等の補正を行うもの。

内 容

１ 補正額 [単位：千円]

２ 主な追加内容

歳入予算の主な補正内容については、次のとおりである。

[単位：千円]

歳出予算の主な補正内容については、次のとおりである。

(１)人事院勧告に伴う初任給及び若年層の俸給月額と、ボーナスの引き上げ

ア 目的

人事院勧告に伴う国の給与法改定に基づき、民間給与との較差

（0.96％）を埋めるため、初任給及び若年層に重点をおいた俸給月額

を引き上げる。ボーナスにおいては民間支給割合との均衡を図る。

イ 改定内容

（ア）一般職等の場合の月例給

民間企業における初任給の動向を踏まえ、初任給を引き上げる。

若年層に重点を置き、そこから改定率を逓減させる形で全ての号俸に

ついて改定する。

補正前予算額 補正額 補正後予算額

13,172,884 74,641 13,247,525

款名称等 補正額

国庫支出金 5,020

県支出金 9,894

繰入金 50,600

町債 8,300

分担金及び負担金 827

合 計 74,641

全体 1級 2級 3級 4級 5級以上
平均改定率 1.1％ 5.2％ 2.8％ 1.0％ 0.4％ 0.3％



（イ）一般職等の場合のボーナスの支給月数

民間の支給割合との均衡を図るため引上げ 4.4 月分⇒ 4.5 月分

民間の支給状況等を踏まえ、支給月数の引き上げ分は期末手当及び勤

勉手当に 0.05 月分ずつ均等に配分。

（ウ）特別職・議員の場合のボーナスの支給月数

期末手当：3.3 月分⇒ 3.4 月分に引上げる。

（エ）会計年度任用職員の場合のボーナスの支給月数

期末手当：2.5 月分⇒ 2.55 月分に引上げる。

※令和６年度から会計年度任用職員へ勤勉手当を支給開始予定

ウ 経費

一般職・特別職人件費 [14,319 千円]

議員人件費 [449 千円]

会計年度任用職員人件費 [27,918 千円]

特別会計への繰出金（人件費分） [1,346 千円]

エ 財源

国庫支出金 [1,018 千円]

一般財源 [43,014 千円]

6 月期 12 月期

令和5年度 期末手当 1.20 月（支給済み） 1.25 月（現行 1.20 月）

勤勉手当 1.00 月（支給済み） 1.05 月（現行 1.00 月）

令和6年度

以降

期末手当 1.225 月 1.225 月

勤勉手当 1.025 月 1.025 月

6 月期 12 月期

令和5年度 期末手当 1.65 月（支給済み） 1.75 月（現行 1.65 月）

令和6年度

以降
期末手当 1.70 月 1.70 月

6 月期 12 月期

令和 5年度 期末手当 1.25 月（支給済み） 1.30 月（現行 1.25 月）

令和 6年度

以降

期末手当 1.225 月 1.225 月

勤勉手当 1.025 月 1.025 月



(２) 人事院勧告を伴わない人件費に係る補正

ア 事業説明

各種手当の異動及び育児休業等による人件費の補正

イ 経費

一般職人件費 [3,349 千円]

会計年度任用職員人件費 [573 千円]

特別会計への繰出金（人件費分）[△1,126 千円]

ウ 財源

県支出金 [329 千円]

一般財源 [2,467 千円]

(３) 農地・農業用施設災害復旧事業

現年発生農地災害復旧事業 [5,103 千円]

現年発生農地災害復旧事業 [800 千円]

現年発生農業用施設災害復旧事業 [14,362 千円]

現年発生農業用施設小災害復旧事業 [800 千円]

ア 事業説明

8月の台風第 7号及び 9月 4日から 6日の豪雨により被災した農地・

農業用施設の災害復旧を行う。

イ 経費

災害復旧工事 [20,600 千円]

事務費（消耗品費) [465 千円]

ウ 財源

県支出金 [9,565 千円]

町債 ［6,400 千円］

地元負担金 [827 千円]

一般財源 [4,273 千円]

(４) 公共土木施設災害復旧事業 [6,000 千円]

ア 事業説明

9月 6日豪雨により被災した町道高野線の災害復旧を行う。

イ 経費

町道高野線災害復旧工事 [6,000 千円]

ウ 財源

国庫支出金 [4,002 千円]

町債 ［1,900 千円］

一般財源 [98 千円]



(５) 赤碕中学校全国駅伝大会派遣補助金 [709 千円]

ア 事業説明

赤碕中学校が県大会で優勝し、12 月 16 日～17 日に滋賀県で開催され

る第 31 回全国中学校駅伝大会の鳥取県代表となったことから、出場に

係る経費を補助する。

イ 経費

赤碕中学校全国駅伝大会派遣補助金 [709 千円]

ウ 財源

一般財源 [709 千円]

３ 繰越明許費

（１）追加 [単位：千円]

〔概要〕

8月の台風第 7号及び 9月 4日から 6日の豪雨により被災した農地・農業

用施設の災害復旧工事

（２）変更 [単位：千円]

〔概要〕

9月 6日の豪雨により被災した町道高野線の災害復旧工事

補足事項

事 業 名 金 額

現年発生農地小災害復旧事業 800

現年発生農地災害復旧事業 5,103

現年発生農業用施設小災害復旧事業 800

現年発生農業用施設災害復旧事業 14,362

事 業 名
金 額

補正前 補正後

公共土木施設災害復旧事業 42,100 48,100


